【書類名】　　　　　　新規性喪失の例外適用申請書

【特記事項】　意匠法第60条の７の規定により意匠法第４条第２項の規定の

適用を受けようとする意匠登録出願

（【提出日】　 令和　　年　　月　　日）

【あて先】　　特許庁長官　　　　　　殿

【事件の表示】

　　【出願番号】

【意匠登録出願人】

　　【住所又は居所】

　　【住所又は居所原語表記】

　　【氏名又は名称】

　　【氏名又は名称原語表記】

【代理人】

　　【住所又は居所】

　　【氏名又は名称】

【提出物件の目録】

　　【物件名】　

